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令和４年度武豊町地域公共交通事業計画（案）について 
 

 

１．事業内容 

 令和４年度策定の武豊町地域公共交通計画をふまえ、下記事業を実施する。 

 

 

２．事業項目（案） 

（１）武豊町コミュニティバス事業について 

  ○停留所別乗降者数の把握等による利便性の向上の検討 

  ○南部青ルートの運行経路・ダイヤ変更（令和４年１０月～予定） 

 

（２）接続タクシー事業について 

  ○停留所別乗降者数の把握 

  ○新しい接続タクシー事業への移行（令和４年１０月～予定） 

   現 在：「接続タクシー停留所とコミュニティバス停留所」の移動 

   移行後：「自宅とコミュニティバス停留所」の移動 

 

（３）住民への働き掛け事業（ＭＭアプローチ）について 

  ○町内保育園等と連携した体験乗車企画等の実施 

○要望のある地区等に対するコミュニティバス・接続タクシーの利用方法 

説明会の実施 

  ○高齢者が集う憩いのサロンでの周知を行い、利用促進の実施 

  ○住民団体に対する事業支援等を継続して実施し、利用促進に向けた 

取組みを行う 

 

（４）総合的なサービス提供（地域協働） 

○既存事業を継続しつつ、総合的な移動サービスのあり方について検討 

  ○関連施策の計画的な実施のため、知多武豊駅東側ロータリーや 

自転車駐輪場整備事業等の基盤整備と併せ、まちづくりの展開を継続 

 

（５）時代の変化に対応した公共交通サービスの検討 

  ○コミュニティバス（南部青ルート）の車両更新時期に合わせて電動化へ転換 

  ○町の将来の交通のあり方を継続検討 
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３．令和４年度事業スケジュール（案） 

時期 検討内容 

令和４年 

４月３日 

・停留所名称変更（南部青ルート） 

変更前：「地域交流センター」 

変更後：「地域交流センター・屋内温水プール」 

※武豊町屋内温水プールの竣工式と同日での変更 

令和４年 

４～６月 

・新たな接続タクシー事業（案）の運用方法の詳細確認、事業実施要綱等 

の作成 

・第３９回会議でのコミュニティバス（南部青ルート）事業（案）の運行 

ルートの確認（停留所設置に関する確認（警察・地権者・道路管理者）） 

令和４年 

４～１０月 

・町コミュニティバス運行事業委託業務の契約期間満了（令和４年９月末） 

に伴う、運行事業者選定手続き等（令和４年１０月～） 

令和４年 

６月 

第４０回会議 

・接続タクシー事業（案）、コミュニティバス（南部青ルート）事業（案） 

の協議・承認 ⇒ 最終的な承認を第４０回会議にて得ることとなる 

・令和３年度決算報告 

・コミュニティバス事業（南部青ルートの運行経路・ダイヤ変更）の 

協議（最終） 

・新たな接続タクシー事業の協議（最終） 

・令和５年度「生活交通確保維持改善計画」の協議（申請計画の承認） 

令和４年 

６～１０月 

・令和４年１０月より変更する町コミュニティバス及び接続タクシー事業 

に係る事前周知や新たな時刻表作成作業 

令和４年 

１０月 

・南部青ルートの運行経路、ダイヤ変更の実施 

・新しい接続タクシー事業への実施 

令和４年 

１２月 

第４１回会議 

・令和４年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価及び 

地域公共交通計画の事業評価⇒愛知運輸支局へ申請 

令和５年 

３月 

第４２回会議 

・令和５年度事業計画案の協議 

 


